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前
回
（
第
31
回
、
１
月
29
日
号
）
で

は
、
抜
本
的
な
社
会
保
障
改
革
を

先
送
り
す
れ
ば
、
消
費
税
率
が
２
０
６
０

年
度
に
32
％
ま
で
上
昇
す
る
可
能
性
を
指

摘
し
た
。
今
回
は
、
社
会
保
障
と
住
宅
政

策
の
あ
り
方
に
つ
い
て
語
り
た
い
。
周
知

の
通
り
、
日
本
の
総
人
口
は
今
後
１
０
０

年
間
で
急
激
に
減
少
し
、
２
０
８
０
年
ご

ろ
に
は
10
年
と
比
較
し
て
人
口
が
半
減
す

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
も
、

国
立
社
会
保
障・人
口
問
題
研
究
所
の「
将

来
人
口
推
計
」（
平
成
29
年
版
、
出
生
中

位
・
死
亡
中
位
）
に
よ
る
と
、
人
口
減
少

の
ス
ピ
ー
ド
は
今
後
勢
い
を
増
し
て
い

く
。
17
年
の
人
口
減
少
率
は
年
率
０
・
24

％
に
過
ぎ
な
い
が
、
25
年
は
０
・
50
％
、

40
年
は
０
・
79
％
、
60
年
に
は
１
％
と
な

る
。

　

地
域
別
に
み
る
と
、
人
口
減
少
の
ス
ピ

ー
ド
は
人
口
規
模
が
小
さ
い
地
域
ほ
ど
加

速
度
的
に
速
い
。
例
え
ば
、
国
土
交
通
省

が
14
年
７
月
に
公
表
し
た
「
国
土
の
グ
ラ

ン
ド
デ
ザ
イ
ン
２
０
５
０
～
対
流
促
進
型

国
土
の
形
成
～
」
で
は
、
50
年
の
人
口
が

10
年
と
比
較
し
て
半
分
以
下
と
な
る
地
点

（
全
国
を「
１
平
方
㌔
㍍
ご
と
の
地
点
」で

見
る
）
が
、
現
在
の
居
住
地
域
の
６
割
以

上
を
占
め
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
空
き
家
の
数

も
急
増
中
だ
。
住
宅・土
地
統
計
調
査（
総

務
省
）
に
よ
れ
ば
、
空
き
家
の
総
数
は
、

93
年
の
４
４
８
万
戸
か
ら
13
年
の
８
２
０

万
戸
と
20
年
間
で
１
・
８
倍
に
増
加
し
て

い
る
。
13
年
の
空
き
家
率
は
13
・
５
％
で

あ
る
が
、野
村
総
合
研
究
所
リ
ポ
ー
ト（
15

年
６
月
）
で
は
、33
年
の
空
き
家
率
は
30・

２
％
に
達
す
る
と
推
計
し
て
い
る
。

住
宅
は
供
給
過
剰

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
13
年
に
お
け

る
日
本
の
総
住
宅
数
は
６
０
６
３
万
戸
と

な
り
、
08
年
と
比
較
し
て
、
そ
の
総
数
は

３
０
４
万
戸
（
５
・
３
％
）
も
増
加
し
て

い
る
。
も
は
や
住
宅
ス
ト
ッ
ク
が
供
給
過

剰
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
そ
れ
で
も
、
新
た
に
供
給
さ
れ
る
の

は
住
宅
に
対
す
る
強
い
需
要
が
存
在
す
る

か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
の
が

政
府
に
よ
る
持
ち
家
促
進
税
制
で
あ
る
。

　

個
人
が
住
宅
を
取
得
す
る
と
き
に
最
も

頼
り
に
し
て
い
る
の
が
、住
宅
ロ
ー
ン
だ
。

日
銀
の
資
金
循
環
統
計
に
よ
る
と
、
17
年

度
の
住
宅
ロ
ー
ン
残
高
（
金
融
機
関
に
よ

る
個
人
向
け
の
も
の
）
は
約
２
０
０
兆
円

で
あ
る
。
住
宅
は
と
て
も
高
額
な
財
な
の

で
現
金
一
括
で
購
入
す
る
消
費
者
は
少
な

く
、
一
般
的
な
消
費
者
は
住
宅
ロ
ー
ン
を

組
む
ケ
ー
ス
が
多
い
た
め
で
あ
る
。

　

住
宅
に
は
借
家
と
持
ち
家
の
２
種
類
が

あ
る
が
、
戦
後
の
住
宅
政
策
で
は
持
ち
家

を
重
視
し
、
個
人
の
自
助
努
力
に
よ
る
住

宅
取
得
支
援
に
重
き
が
置
か
れ
た
。
こ
の

住
宅
取
得
支
援
政
策
の
中
核
を
な
す
の
が

「
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
」で
あ
る
。
日
本
に
お

い
て
、
そ
の
始
ま
り
は
１
９
７
２
年
か
ら

６
年
間
で
ス
タ
ー
ト
し
た
「
住
宅
取
得
控

除
制
度
」
で
あ
り
、
住
宅
ロ
ー
ン
に
係
る

控
除
分
が
初
め
て
導
入
さ
れ
た
の
は
78
年

で
あ
っ
た
。

恩
恵
は
中
・
高
所
得
者
層
に

　

そ
の
後
、「
住
宅
取
得
促
進
税
制
」
等
を

含
め
、
制
度
の
中
身
や
名
称
が
何
度
か
変

わ
り
、現
在
の
と
こ
ろ
、「
住
宅
ロ
ー
ン
税

額
控
除
制
度
」
に
落
ち
着
い
て
い
る
。
同

制
度
は
、
10
年
以
上
の
住
宅
ロ
ー
ン
を
利

用
し
て
住
宅
を
購
入
（
増
改
築
を
含
む
）

し
た
場
合
、
一
定
の
ル
ー
ル
に
基
づ
き
、

支
払
う
べ
き
所
得
税
の
一
部
が
控
除
さ
れ

る
仕
組
み
で
あ
る
。

　

控
除
限
度
額
は
年
末
の
住
宅
ロ
ー
ン
残

高
×
１
％
で
上
限
は
40
万
円
と
な
っ
て
お

り
、
住
宅
ロ
ー
ン
税
額
控
除
制
度
の
減
税

総
額
は
、
数
年
ご
と
の
税
制
改
正
で
変
化

す
る
が
、
年
間
お
お
む
ね
５
０
０
０
億
～

１
兆
円
未
満
の
範
囲
と
な
っ
て
い
る
。
な

「
住
ま
い
」を
社
会
保
障
の
柱
に

持
ち
家
重
視
政
策
か
ら
転
換
を

今
後
、「
住
ま
い
の
貧
困
」
に
陥
る
貧
困
高
齢
者
が
急
増
す
る
と
予
想
さ
れ
る
。

減
税
に
よ
る
持
ち
家
促
進
か
ら
住
宅
手
当
拡
充
や
空
き
家
の
活
用
な
ど
に
政
策
を
シ
フ
ト
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

本
誌
版
「
社
会
保
障
制
度
審
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第
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回
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お
、
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
も
随
時
拡
充
さ
れ
て
お
り
、
現
状

は
住
宅
ロ
ー
ン
年
末
残
高
５
０
０
０
万
円

（
長
期
優
良
住
宅
等
の
場
合
。そ
れ
以
外
は

４
０
０
０
万
円
）が
上
限
と
な
っ
て
い
る
。

　

で
は
、
低
・
中
・
高
所
得
階
層
の
う
ち
、

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
恩
恵
は
ど
の
階
層
が

最
も
受
け
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
え
た
こ

と
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
答
え
は
簡
単
で
、
低
所
得
階
層
を

除
く
、
中
・
高
所
得
階
層
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
、
生
活
が
厳
し
い
低
所
得
階
層
は
高

額
な
財
で
あ
る
住
宅
を
購
入
す
る
余
裕
は

な
い
。
つ
ま
り
、
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
控
除

制
度
の
主
な
利
用
者
は
中
・
高
所
得
階
層

で
あ
る
。

　

実
際
、「
住
宅・土
地
統
計
調
査
」
の
デ

ー
タ
に
基
づ
き
、
世
帯
収
入
別
の
持
ち
家

率
・
借
家
率
を
図
表
に
し
て
み
る
と
、
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。
１
０
０
万
円
未
満

の
世
帯
の
持
ち
家
率
は
約
４
割
だ
が
、
年

収
２
０
０
０
万
円
以
上
の
世
帯
の
持
ち
家

率
は
約
９
割
に
も
達
す
る
。

　

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
政
策
は
、
住
宅
を
取

得
可
能
な
豊
か
な
者
の
租
税
負
担
の
軽
減

を
、
低
所
得
層
を
含
む
そ
れ
以
外
の
者
が

納
め
た
税
金
な
ど
で
賄
う
仕
組
み
に
な
っ

て
お
り
、
租
税
原
則
の
公
平
性
を
損
な
う

可
能
性
が
あ
る
。

　

ま
た
、
近
年
の
税
制
改
正
で
中
央
政
府

の
税
体
系
の
重
心
は
直
接
税
（
例
：
所
得

税
・
法
人
税
）
か
ら
間
接
税
（
例
：
消
費

税
）
に
シ
フ
ト
し
て
き
て
お
り
、
消
費
税

等
へ
の
シ
フ
ト
は
低
所
得
層
の
税
負
担
が

増
す
こ
と
を
意
味
す
る
た
め
、
そ
の
傾
向

は
一
層
強
ま
る
可
能
性
が
あ
る
。し
か
も
、

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
財
源
を
財
政
赤
字
で

賄
っ
た
分
は
、
そ
の
負
担
を
将
来
世
代
に

押
し
付
け
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。

　

な
お
、
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
は
、
国
の
景

気
対
策
と
い
う
側
面
も
強
調
さ
れ
て
き

た
。
新
築
住
宅
は
そ
の
他
家
具
な
ど
耐
久

消
費
財
等
の
購
入
に
も
波
及
す
る
と
い
っ

た
さ
ま
ざ
ま
な
経
済

波
及
効
果
が
あ
る
と

い
う
説
明
も
あ
る

が
、
住
宅
ロ
ー
ン
減

税
は
地
方
税
ま
で
連

動
し
て
お
り
、
一
般

的
な
所
得
減
税
な
ら

と
も
か
く
、
こ
の
よ

う
な
政
策
誘
導
型
の

税
制
に
地
方
税
が
つ

き
あ
う
の
は
地
方
政

府
の
提
供
す
る
公
共

サ
ー
ビ
ス
に
応
じ
て

租
税
負
担
す
る
「
応

益
性
」
な
ど
、
地
方

税
の
租
税
原
則
か
ら

の
逸
脱
と
な
る
可
能

性
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
住
宅
ロ

ー
ン
の
一
部
は
住
宅

金
融
支
援
機
構
を
通

じ
て
証
券
化
さ
れ
て

い
る
が
、
暗
黙
の
政
府
保
証
が
あ
り
、
住

宅
ロ
ー
ン
担
保
証
券
で
大
き
な
損
失
を
被

っ
た
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ニ
ー
メ
イ
（
連
邦
政

府
抵
当
金
庫
）・フ
ァ
ニ
ー
メ
イ
（
連
邦
住

宅
抵
当
公
庫
）
の
よ
う
な
問
題
も
抱
え
て

い
る
。

　

以
上
の
問
題
な
ど
か
ら
、
こ
の
よ
う
な

住
宅
ロ
ー
ン
利
子
控
除
制
度
は
、
住
宅
政

策
上
、
そ
の
援
助
を
最
も
必
要
と
す
る
階

層
を
助
け
る
よ
う
に
は
機
能
し
て
い
な
い

等
の
批
判
が
台
頭
し
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
00

年
、
ド
イ
ツ
で
は
94
年
、
フ
ラ
ン
ス
で
は

97
年
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

貧
困
高
齢
者
は
２
０
０
万
人
突
破

　

す
な
わ
ち
、
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
を
廃
止

し
、
限
ら
れ
た
資
源
を
公
平
か
つ
効
率
的

に
活
用
す
る
観
点
か
ら
、
そ
の
削
減
分
に

つ
い
て
は
、
一
定
の
所
得
水
準
以
下
の
世

帯
を
対
象
と
す
る
「
住
宅
手
当
」
な
ど
の

拡
充
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。住
宅
手
当
は
、

世
帯
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
最
低
限
の
居
住
水

準
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
で
、
欧
州
で

は
最
低
生
活
保
障
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
部

を
な
す
根
幹
だ
が
、
子
ど
も
手
当
と
異
な

り
、
日
本
で
の
認
知
度
は
低
い
。

　

貧
困
高
齢
者
は
「
住
ま
い
の
貧
困
」
に

も
陥
っ
て
い
る
と
の
指
摘
も
多
い
が
、
少

子
高
齢
化
が
急
速
に
進
む
日
本
で
は
、
こ

れ
か
ら
貧
困
高
齢
者
が
大
幅
に
増
加
す
る

可
能
性
が
高
い
。
筆
者
の
試
算
で
は
、
い

ま
65
歳
以
上
の
う
ち
約
１
０
０
万
人
が
生

活
保
護
の
貧
困
高
齢
者
だ
が
、
そ
れ
は
48

年
に
２
倍
超
の
２
０
０
万
人
を
突
破
し
、

65
年
に
は
２
１
５
万
人
に
も
急
増
す
る
可

能
性
が
あ
る
。

　

こ
の
現
実
に
我
々
は
ど
う
向
き
合
う
の

か
。
人
口
減
少
で
「
空
き
家
」
が
急
増
す

る
日
本
で
は
、
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
見
直

し
や
住
宅
手
当
拡
充
の
検
討
の
み
で
な

く
、
空
き
家
の
有
効
活
用
も
含
め
、
現
物

給
付
で
の
住
宅
政
策
の
あ
り
方
も
検
討
を

進
め
る
時
期
に
き
て
い
る
は
ず
だ
。

世帯収入別の持ち家率・借家率

（出所）総務省「平成25年住宅・土地統計調査」
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